
船舶事故調査報告書 

令和８年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年９月７日 ０６時１５分頃 

発生場所 愛媛県松山
まつやま

市今出
い ま で

漁港北西方沖 

松山港垣生
は ぶ

外防波堤北灯台から真方位３４３°１,０４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４９.６′ 東経１３２°４０.８′） 

事故の概要  漁船こすもは、南進中、また、漁船泰
たい

伸
しん

丸は、漂泊中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和７年９月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 こすも、４.７トン 

   ＥＨ３－２５５６２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 泰伸丸、０.６トン 

   ＥＨ３－２３０４１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２８１－４１９６０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮侯 上げ潮の中央期 

日出時刻：０５時４６分頃 

 事故の経過 Ａ船（レーダーなし）は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣り漁の

目的で、松山市高浜
たかはま

漁港を出航し、今出漁港西方沖の漁場に向かっ

た。 

船長Ａは、ふだん、漁場までの移動が短時間であれば、操舵室のす

ぐ後ろにある後部甲板左舷側の操縦区画（以下「操縦場所」とい

う。）で操船しても危険はないと思い、操縦場所で立って操船に当

たっていた。 

船長Ａは、いつものように操縦場所で立って操船に当たり、約１０

ノットの対地速力で、手動操舵によってＡ船を南進させていた。 

船長Ａは、操縦場所から左舷側の通路及び操舵室の窓ガラス越しに

前方を見ながら操船中、左舷船首方に２隻の漁船を認めたが、前路で

漂泊中のＢ船には気付かなかった。 

船長Ａは、左舷方の漁船の動静に意識を向けながら操船を続け、２

隻の漁船を左舷方に見て通過したので安堵
ど

し、朝食をとろうと思い、



顔を下方に向けて準備を始めた。 

Ａ船が速力を維持して南進中、船長Ａが、顔を上げて前方を見たと

ころ、目前にＢ船を認めたものの、どうすることもできず、Ａ船の船

首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

本事故の発生を目撃したＢ船の仲間の漁船（以下「僚船Ｂ」とい

う。）の船長は、１１８番通報を行った。 

船長Ａは、Ａ船を反転させ、衝突の直前に海に飛び込んだ船長Ｂを

引き上げた僚船Ｂに寄せ、船長Ｂのけがの有無及びＢ船の損傷状況を

確認した。 

Ａ船は、自力で航行して出航地に戻った。 

Ａ船 

今出漁港 

松江市 Ｂ船（漂泊中） 

Ａ船から見た左舷方の

漁船２隻 



Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、今出漁港を出航し、事故発生場

所付近で漂泊して操業中、船長ＢがＡ船との衝突の危険を感じて海中

に飛び込んだ後、Ａ船と衝突した。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故発生の通報を行わなかった。 

船長Ａは、本事故発生の約５～６年前から月平均で約５回漁に出掛

けており、事故発生場所付近で幾度も操船した経験があった。 

Ａ船は、船首浮上がほとんど生じず、操縦席からは、前路に死角を

生じていなかったが、操縦場所からは、Ａ船の操舵室の囲壁や窓枠が

死角となって、操縦席で操船するよりも前方の見通しが悪かった。

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 操縦場所から見た船首方の見通し状況（船長Ａ提供） 

 

本事故時、船長Ａは、前路に他船はいないと思っていたので、船首

を左右に振るなどの死角を補う見張りを行っていなかった。 

船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

分析 (1) Ａ船について 

① 船長Ａは、操縦場所で操船を行うとＡ船の操舵室の囲壁や窓

枠が死角となることから、船首方から右舷方の通航船舶等の動

静を継続的に監視できない状況であったものと考えられる。 

② 船長Ａは、操縦場所での操船が常態化していたことから、見

張りの重要性に関して意識が低かったものと考えられる。 

③ ①及び②から、船長Ａは、船首方で漂泊していたＢ船に気付

くのが遅れ、避航動作をとることができなかったものと考えら

れる。 

(2) Ｂ船について 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、接近するＡ船に気付くのが遅れ、

Ａ船と衝突したものと考えられるが、船長Ｂから必要な情報が得



られなかったため、船長ＢのＡ船に対する見張り状況を明らかに

することができなかった。 

(3) (1)及び(2)から、航行中のＡ船と漂泊中のＢ船とが衝突したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが前路で漂泊中の

Ｂ船に気付くのが遅れ、また、船長Ｂが接近するＡ船に気付くのが遅

れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の船長は、航行中に船首死角が生じる場合、船首を左右

に振るなどして死角を補う見張りを適切に行うこと。 

・小型漁船の船長は、操業中であっても、常時、周囲の見張りを適

切に行い、自船に接近する他船を認めた場合は、その船舶に対し

て注意喚起を行い、更に接近する場合は、速やかに移動するなど

の衝突を避ける措置を採ること。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な助言や支援を受けられ

るよう、速やかに海上保安庁に通報すること。 

 


